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ことができません。また、Ｘ社側にお

いても同様の問題が発生し得ます。

２．権利承継に対する同意手続き

まずＸ社の契約・勤務規則等が、発

明者と使用者のどちらに特許を受ける

権利を原始的に帰属させるよう定めて

いるか、Ｘ社に確認が必要です。

（１） 従業員Ｂに原始帰属する場合

貴社における持ち分の承継について

Ｘ社側の同意を得るとともに、Ｘ社に

おける持ち分の承継を貴社が同意する

ことになります。通常は、貴社の持ち

分の承継にはＸ社の従業員Ｂ、Ｘ社の

持ち分の承継には貴社の従業員Ａによ

る同意が必要となります。なお、貴社

の持ち分の承継についてＸ社の従業員

Ｂの同意を得た後、先に承継を受けた

貴社の名義によりＸ社の持ち分の承継

を行ってもかまいません。

（２） Ｘ社に原始帰属する場合

Ｘ社側の持ち分は、発明が完成した

時点でＸ社が原始的に有することにな

るため、Ｘ社側の持ち分の帰属に関し

ては、貴社の同意は必要ありません。

一方で、貴社の権利の持ち分の承継に

対しては、従業員ＢではなくＸ社の同

意を得ることが必要になります。
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１．特許を受ける権利

特許を受ける権利は、原則と

して、発明を完成させた者（発明者）

に原始的に帰属します（29条１項柱

書き）。一方で、従業員等が職務上行っ

た発明（職務発明）については、その

使用者等は、契約・勤務規則等におい

て、その特許を受ける権利を使用者等

に承継させること（予約承継）ができ

ます（35条２項反対解釈）。また、使

用者等は、契約・勤務規則等に定めが

あれば、職務発明について特許を受け

る権利を原始的に使用者等に帰属させ

ることも可能です（同条３項）。

今回のケースは、貴社の従業員Ａと

Ｘ社の従業員Ｂによる共同発明となっ

ており、特許を受ける権利は、従業員

Ａと、従業員Ｂあるいは使用者である

Ｘ社（Ｘ社における契約・勤務規則等

の定めによる）の共有となります。

そして、特許を受ける権利が共有に

係るときは、各共有者は、他の共有者

の同意を得なければ持ち分を譲渡する

ことができません（33条３項）。その

ため、勤務規則に従って従業員Ａに帰

属する権利の持ち分を貴社に承継させ

る場合であっても、Ｘ社側の共有者の

同意を得なければ、権利の承継を行う

３．外国出願を検討する場合の注意点

さらに、本発明について、日本だけ

でなく外国において特許出願を検討し

ている場合には、本発明に係る外国に

おいて特許を受ける権利の承継につい

ても同意を得ておくことが必要である

と考えます。

また外国の場合、特許を受ける権利

を使用者に原始的に帰属させることを

認めていない国もあります。そのよう

な国に出願する可能性がある場合に

は、特許を受ける権利を使用者が原始

取得する定めのある企業も、当該国に

おける特許を受ける権利を承継させる

旨についての同意手続きを行っておく

ことが好ましいです。

４．小括

なお、特許庁における審査では、特

段の事情がない限り、特許を受ける権

利は出願人に正当に承継されているも

のとして扱うため、出願人に対して権

利の承継について確認を求めることは

ありません。

もっとも、後々のトラブルを避ける

ためにも、共同出願人および発明者の

間で権利の承継について同意書を作成

しておくのがいいでしょう。

当社では、従業員等のした職務発明について特許を受ける権利を会社に承継させる旨の勤務
規則を定めています。このたび、当社の従業員ＡとＸ社の従業員Ｂによる共同発明について、
当社およびＸ社が共同で特許出願を行うことになりました。当社およびＸ社を出願人として
この特許出願を行うにあたり、注意すべき点があれば教えてください。
� （大阪府　Ｅ．Ｍ）


